
平成２７年８月の介護保険制度改定に伴う利用料負担の変化 

 

 

個人質問資料 2015 年１１月議会 

共産党市議団・竹永光恵（１２/10） 

特別養護老人ホーム Ａ園  長期入所…８０名（負担割合１→２割…２名／補足給付対象外…７名） 

 
７月まで ８月から 負担増減 

ケース１ 

要介護５で課税（第４段階) 
８３，４２１円 ９４，８６０円 １１，４３９円  

（年１３７，２６８円） 

ケース２ 

要介護５で非課税・年金収入８０万

以下、配偶者が課税のため又は補足

給付対象外（第２→第４段階) 

５２，７３１円 ９４，８６０円 ４２，１２９円  

（年５０５，５４８円） 

ケース３ 

要介護５で課税、負担割合１→２ 
８３，４２１円 １２４，２１７円 ４０，７９６円  

（年４８９，５５２円） 

ケース４ 

要介護５で非課税・年金収入８０万

以下、段階変更なし 

５２，７３１円 ５１，２７４円 ▲１，４５７円  

（年▲１７，４８４円） 

 


